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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の上に第１の絶縁膜を形成する工程（ａ）と、
　前記第１の絶縁膜に配線溝を形成する工程（ｂ）と、
　前記配線溝に第１の配線を形成する工程（ｃ）と、
　前記第１の絶縁膜及び第１の配線の上に保護膜を形成する工程（ｄ）と、
　前記工程（ｄ）よりも後に、前記保護膜の表面に反応性ガスを暴露することにより、前
記第１の配線と前記保護膜との界面に反応層を形成する工程（ｅ）とを備え、
　前記工程（ｅ）は、シリコン化合物又はゲルマニウム化合物を前記保護膜の表面に暴露
することにより行われることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記工程（ｅ）は、反応性ガスを化学的に活性化する工程を含むことを特徴とする請求
項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記工程（ｅ）において、前記反応性ガスをイオン化することにより化学的に活性化す
ることを特徴とする請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記工程（ｅ）は、反応性ガスを物理的に活性化する工程を含むことを特徴とする請求
項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
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　前記工程（ｅ）において、前記反応性ガスに運動エネルギーを付与することにより物理
的に活性化することを特徴とする請求項４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記保護膜の上に第２の絶縁膜を形成する工程（ｆ）と、
　前記第２の絶縁膜の内部にビアホールを形成する工程（ｇ）と、
　前記ビアホールと接続するように第２の配線を形成する工程（ｈ）とをさらに備えてい
ることを特徴とする請求項１～５のうちのいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記保護膜は、シリコン炭窒化膜であることを特徴とする請求項１～６のうちのいずれ
か１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記工程（ｃ）と前記工程（ｄ）との間に、前記第１の配線の上に被覆層を形成する工
程（ｃ１）をさらに備えていることを特徴とする請求項１～７のうちのいずれか１項に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記被覆層の主たる構成材料は、ニッケル、ニッケル合金、コバルト及びコバルト合金
のうちのいずれかであることを特徴とする請求項８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記工程（ｅ）よりも後に、前記保護膜の表面をプラズマに暴露する工程（ｅ１）をさ
らに備えていることを特徴とする請求項１～９のうちのいずれか１項に記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項１１】
　前記プラズマは、窒素化合物を含む雰囲気中において発生させることを特徴とする請求
項１０に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記工程（ｅ）よりも後に、前記保護膜の表面を紫外光に暴露する工程（ｅ２）をさら
に備えていることを特徴とする請求項１～９のうちのいずれか１項に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項１３】
　前記工程（ｅ）よりも後に、前記保護膜の上にストッパ膜を形成する工程（ｅ３）をさ
らに備えていることを特徴とする請求項１～１２のうちのいずれか１項に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項１４】
　前記ストッパ膜は、酸素添加シリコン炭化膜又はシリコン窒化膜であることを特徴とす
る請求項１３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記反応層は、シリコン化合物層又はゲルマニウム化合物層であることを特徴とする請
求項１～１４のうちのいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記第１の配線の主たる構成材料は、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、
銀、銀合金、金及び金合金のうちのいずれかであることを特徴とする請求項１～１５のう
ちのいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、特に、埋め込み型の配線構造を有する
半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体集積回路装置において、装置の微細化に伴い、装置内の配線を流れる電流
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が増大するため、エレクトロマイグレーションに起因する故障が深刻化している。
【０００３】
　エレクトロマイグレーションを防止するには、配線とその周囲の膜との密着性を向上さ
せる必要がある。これまでに、銅（Ｃｕ）からなる配線の表面をシラン（ＳｉＨ４）等の
シリコン化合物に暴露してケイ化銅（ＣｕＳｉｘ）層を形成することにより、配線とその
周囲の膜との密着性を向上させる方法が特許文献１等に提示されている。
【０００４】
　図１１（ａ）～（ｄ）及び図１２（ａ）～（ｃ）は、従来の配線とその周囲の膜との密
着性を向上させる半導体装置の製造方法を工程順に示している。
【０００５】
　まず、図１１（ａ）に示すように、半導体基板１０１の上に、第１の絶縁膜１０２を形
成し、リソグラフィ法及びドライエッチング法を用いて、第１の絶縁膜１０２の上部に第
１の配線溝１０３を形成する。
【０００６】
　次に、図１１（ｂ）に示すように、第１の絶縁膜１０２の上並びに第１の配線溝１０３
の側壁上及び底面上に第１のバリア膜１０４及び第１の銅（Ｃｕ）膜１０５を順次形成す
ることにより第１の配線溝１０３を埋め込む。続いて、第１の配線溝１０３の外部に形成
された第１のバリア膜１０４及び第１のＣｕ膜１０５を化学機械研磨（Chemical Mechani
cal Polishing：ＣＭＰ）法により除去して、下部配線１０６を形成する。
【０００７】
　次に、図１１（ｃ）に示すように、半導体基板１０１を加熱し、ＳｉＨ４等のシリコン
化合物に暴露することにより、第１のＣｕ膜１０５の上部に反応層であるケイ化銅（Ｃｕ
Ｓｉｘ）層１０７を形成する。
【０００８】
　次に、図１１（ｄ）に示すように、半導体基板１０１の上をアンモニア（ＮＨ３）等の
窒素化合物のプラズマに暴露することにより、ＣｕＳｉｘ層１０７の上部を窒化して、窒
化シリコン（ＳｉＮ）層１０８を形成する。
【０００９】
　次に、図１２（ａ）に示すように、第１の絶縁膜１０２、第１のバリア膜１０４及びＳ
ｉＮ膜１０８を覆うように第２の絶縁膜１０９を形成し、リソグラフィ法及びドライエッ
チング法により、第２の絶縁膜１０９に下部配線１０６を露出するビアホール１１０を形
成する。
【００１０】
　次に、図１２（ｂ）に示すように、第２の絶縁膜１０９の上部に複数の第２の配線溝１
１１を形成する。複数の第２の配線溝１１１の一部は、下部配線１０６を露出するビアホ
ール１１０を有する。
【００１１】
　次に、図１２（ｃ）に示すように、第２の絶縁膜１０９の上、ビアホール１１０の側壁
上及び底面上並びに第２の配線溝１１１の側壁上及び底面上に第２のバリア膜１１２及び
第２のＣｕ膜１１３を順次形成することにより、ビアホール１１０及び第２の配線溝１１
１を埋め込む。続いて、ビアホール１１０及び第２の配線溝１１１の外部に形成された第
２のバリア膜１１２及び第２のＣｕ膜１１３をＣＭＰ法により除去して、上部配線１１４
を形成することによって、２層の配線を備える半導体装置が完成する。また、この後、図
１１（ｃ）～図１２（ｃ）に示す工程を繰り返すことにより、任意の層数の配線を備える
半導体装置を製造することができる。
【００１２】
　このようにすると、第１のＣｕ膜１０５とＳｉＮ膜１０８との間にＣｕＳｉｘ層１０７
が介在する半導体装置が得られ、ＣｕＳｉｘ層１０７により、第１のＣｕ膜１０５とＳｉ
Ｎ膜１０８との密着性を改善できる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平１０－１８９６０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、前記従来の半導体装置の製造方法には、以下のような問題がある。
【００１５】
　従来の半導体装置の製造方法は、反応層であるＣｕＳｉｘ層を形成する際に、Ｃｕ膜の
表面温度及び結晶状態のばらつきにより、Ｃｕ膜とＳｉＨ４との反応が想定以上に進行し
て、想定よりも厚いＣｕＳｉｘ層が形成されることがある。この結果、配線の抵抗が増大
し、半導体装置の動作速度が低下する。特に、最小線幅が１００ｎｍ以下である微細な半
導体装置においては、配線の抵抗の増大による動作速度の低下は、深刻な問題となる。
【００１６】
　上記の問題を回避するため、半導体基板を加熱する温度を低く設定することが考えられ
る。しかしながら、この方法では、Ｃｕ膜とＳｉＨ４とが反応することにより生成するＣ
ｕＳｉｘ層の厚さが薄くなるため、Ｃｕ膜とＣｕ膜の周囲の膜との密着性が低下するので
、エレクトロマイグレーション耐性が劣化してしまう。
【００１７】
　本発明は、前記従来の問題に鑑み、その目的は、実用上十分なエレクトロマイグレーシ
ョン耐性及び動作速度を有する半導体装置を得られるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前記の目的を達成するために、本発明は、半導体装置の製造方法を、配線と保護膜との
界面に反応層を形成する構成とする。
【００１９】
　具体的に、本発明に係る第１の半導体装置の製造方法は、半導体基板の上に第１の絶縁
膜を形成する工程（ａ）と、第１の絶縁膜に配線溝を形成する工程（ｂ）と、配線溝に第
１の配線を形成する工程（ｃ）と、第１の絶縁膜及び第１の配線の上に保護膜を形成する
工程（ｄ）と、工程（ｄ）よりも後に、第１の配線と保護膜との界面に反応層を形成する
工程（ｅ）とを備えていることを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法によると、第１の絶縁膜及び第１の配線の上
に保護膜を形成し、第１の配線と保護膜との界面に反応層を形成するため、反応層の厚さ
を精度良く制御することが可能となるので、実用上十分なエレクトロマイグレーション耐
性及び動作速度を有する半導体装置を得ることができる。
【００２１】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法において、工程（ｅ）は、シリコン化合物又
はゲルマニウム化合物を保護膜の表面に暴露することにより行われることが好ましい。
【００２２】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法において、工程（ｅ）は、反応性ガスを化学
的に活性化する手段を備えていることが好ましい。
【００２３】
　この場合、工程（ｅ）において、反応性ガスをイオン化することにより化学的に活性化
することが好ましい。
【００２４】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法において、工程（ｅ）は、反応性ガスを物理
的に活性化する手段を備えていることが好ましい。
【００２５】
　この場合、工程（ｅ）において、反応性ガスに運動エネルギーを付与することにより物
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理的に活性化することが好ましい。
【００２６】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法は、保護膜の上に第２の絶縁膜を形成する工
程（ｆ）と、第２の絶縁膜の内部にビアホールを形成する工程（ｇ）と、ビアホールと接
続するように第２の配線を形成する工程（ｈ）とをさらに備えていてもよい。
【００２７】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法において、保護膜は、シリコン炭窒化膜であ
ることが好ましい。
【００２８】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法は、工程（ｃ）と工程（ｄ）との間に、第１
の配線の上に被覆層を形成する工程（ｃ１）をさらに備えていることが好ましい。
【００２９】
　この場合、被覆層の主たる構成材料は、ニッケル、ニッケル合金、コバルト及びコバル
ト合金のうちのいずれかであることが好ましい。
【００３０】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法は、工程（ｅ）よりも後に、保護膜の表面を
プラズマに暴露する工程（ｅ１）をさらに備えていることが好ましい。
【００３１】
　この場合、プラズマは、窒素化合物を含む雰囲気中において発生させることが好ましい
。
【００３２】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法は、工程（ｅ）よりも後に、保護膜の表面を
紫外光に暴露する工程（ｅ２）をさらに備えていることが好ましい。
【００３３】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法は、工程（ｅ）よりも後に、保護膜の上にス
トッパ膜を形成する工程（ｅ３）をさらに備えていることが好ましい。
【００３４】
　この場合、ストッパ膜は、酸素添加シリコン炭化膜又はシリコン窒化膜であることが好
ましい。
【００３５】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法において、反応層は、シリコン化合物層又は
ゲルマニウム化合物層であることが好ましい。
【００３６】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法において、第１の配線の主たる構成材料は、
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、銀、銀合金、金及び金合金のうちのいず
れかであることが好ましい。
【００３７】
　本発明に係る第２の半導体装置の製造方法は、半導体基板の上に第１の絶縁膜を形成す
る工程と、第１の絶縁膜に配線溝を形成する工程と、配線溝に第１の配線を形成する工程
と、第１の配線の上部に反応層を形成する工程とを備え、前記反応層は、供給律速の条件
により形成することを特徴とする。
【００３８】
　本発明に係る第２の半導体装置の製造方法によると、反応層は、供給律速の条件により
形成するため、反応層の厚さを精度良く制御することが可能となるので、実用上十分なエ
レクトロマイグレーション耐性及び動作速度を有する半導体装置を得ることができる。
【００３９】
　本発明に係る第２の半導体装置の製造方法において、反応層は、シリコン化合物層又は
ゲルマニウム化合物層であることが好ましい。
【００４０】
　本発明に係る半導体装置は、半導体基板の上に形成された第１の絶縁膜と、第１の絶縁
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膜に形成された第１の配線と、第１の絶縁膜及び第１の配線の上に形成された保護膜と、
第１の配線と保護膜との界面に形成された反応層とを備えていることを特徴とする。
【００４１】
　本発明に係る半導体装置によると、第１の絶縁膜及び第１の配線の上に形成された保護
膜と、第１の配線と保護膜との界面に形成された反応層とを備えているため、反応層の膜
厚を精度良く制御することが可能となるので、実用上十分なエレクトロマイグレーション
耐性及び動作速度を得ることができる。
【００４２】
　本発明に係る半導体装置は、保護膜の上に形成された第２の絶縁膜と、第１の配線の上
に、保護膜及び第２の絶縁膜を貫通するように形成されたビアホールと、ビアホールと接
続するように形成された第２の配線とをさらに備えていてもよい。
【００４３】
　本発明に係る半導体装置は、保護膜の上に形成されたストッパ膜と、ストッパ膜の上に
形成された第２の絶縁膜と、第１の配線の上に、保護膜、ストッパ膜及び第２の絶縁膜を
貫通するように形成されたビアホールと、ビアホールと接続するように形成された第２の
配線とをさらに備えていることが好ましい。
【００４４】
　本発明に係る半導体装置において、保護膜は、シリコン炭窒化膜であることが好ましい
。
【００４５】
　本発明に係る半導体装置において、ストッパ膜は、酸素添加シリコン炭化膜又はシリコ
ン窒化膜であることが好ましい。
【００４６】
　本発明に係る半導体装置において、反応層は、シリコン化合物層又はゲルマニウム化合
物層であることが好ましい。
【００４７】
　この場合、反応層は、ニッケル又はコバルトを含むことが好ましい。
【００４８】
　本発明に係る半導体装置において、第１の配線の主たる構成材料は、アルミニウム、ア
ルミニウム合金、銅、銅合金、銀、銀合金、金及び金合金のうちのいずれかであることが
好ましい。
【発明の効果】
【００４９】
　本発明に係る半導体装置及びその製造方法によると、反応層の膜厚を精度良く制御する
ことが可能となるため、実用上十分なエレクトロマイグレーション耐性及び動作速度を有
する半導体装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図２】（ａ）～（ｄ）は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順
に示す断面図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順
に示す断面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態の第１の変形例に係る半導体装置を示す断面図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は本発明の第１の実施形態の第１の変形例に係る半導体装置の製
造方法を工程順に示す断面図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は本発明の第１の実施形態の第１の変形例に係る半導体装置の製
造方法を工程順に示す断面図である。
【図７】（ａ）～（ｄ）は本発明の第１の実施形態の第２の変形例に係る半導体装置の製
造方法を工程順に示す断面図である。
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【図８】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図９】（ａ）～（ｃ）は本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順
に示す断面図である。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程
順に示す断面図である。
【図１１】（ａ）～（ｄ）は従来の半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図である。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は従来の半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態に係る半導体装置について、図１を参照しながら説明する。
【００５２】
　なお、以下に示す各図並びに種々の構成要素の形状、材料及び寸法等はいずれも望まし
い例を挙げるものであり、示した内容に限定されない。発明の趣旨を逸脱しない範囲であ
れば、記載内容に限定されることなく適宜変更可能である。
【００５３】
　図１に示すように、半導体基板１の上には、炭素添加シリコン酸化膜（ＳｉＯＣ膜）で
ある第１の絶縁膜２が形成され、第１の絶縁膜２の上部には、第１の配線溝３が形成され
ている。第１の配線溝３の側壁上及び底面上には、第１のバリア膜４が形成され、第１の
バリア膜４の上には、第１の配線溝３を埋め込むように第１の銅（Ｃｕ）膜５が形成され
て、下部配線６が形成されている。第１のＣｕ膜５の上には、反応層であるケイ化銅（Ｃ
ｕＳｉｘ）層８が形成され、第１の絶縁膜２、第１のバリア膜４及びＣｕＳｉｘ層８を覆
うように、膜厚が約１０ｎｍのシリコン炭窒化膜（ＳｉＣＮ膜）である保護膜７が形成さ
れている。保護膜７の上には、ＳｉＯＣ膜である第２の絶縁膜９が形成されている。一部
のＣｕＳｉｘ層８及びその周辺に形成されている第１のバリア膜４の上には、第２の絶縁
膜９及び保護膜７を貫通し、下部配線６を露出するビアホール１０が形成され、第２の絶
縁膜９の上部には、複数の第２の配線溝１１が形成されている。複数の第２の配線溝１１
の一部は、下部配線６を露出するビアホール１０を有する。ビアホール１０及び第２の配
線溝１１の側壁上及び底面上には、第２のバリア膜１２が形成され、第２のバリア膜１２
の上には、ビアホール１０及び第２の配線溝１１を埋め込むように第２のＣｕ膜１３が形
成されて、ビア及び上部配線１４が形成されている。ここで、下部配線６と上部配線１４
とをビアが接続している。
【００５４】
　本発明の第１の実施形態に係る半導体装置によると、配線の抵抗の増大を抑制すると共
に、配線と周囲の膜との密着性を向上させるのに必要な厚さを有する反応層を備えるため
、実用上十分なエレクトロマイグレーション耐性及び動作速度を得ることができる。
【００５５】
　次に、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法について、図２（ａ）～（
ｄ）及び図３（ａ）～（ｃ）を参照しながら説明する。
【００５６】
　まず、図２（ａ）に示すように、半導体基板１の上にＳｉＯＣ膜である第１の絶縁膜２
を形成し、リソグラフィ法及びドライエッチング法により、第１の絶縁膜２の上部に第１
の配線溝３を形成する。
【００５７】
　次に、図２（ｂ）に示すように、第１の絶縁膜２の上並びに第１の配線溝３の側壁上及
び底面上に第１のバリア膜４及び第１のＣｕ膜５を順次形成することにより、第１の配線
溝３を埋め込む。続いて、第１の配線溝３の外部に形成された第１のバリア膜４及び第１
のＣｕ膜５を化学機械研磨（ＣＭＰ）法により除去して、下部配線６を形成する。本実施
形態において、下部配線６の最小線幅は約６０ｎｍとし、高さは約１００ｎｍに設定して
いる。
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【００５８】
　次に、図２（ｃ）に示すように、第１の絶縁膜２、第１のバリア膜４及び第１のＣｕ膜
５を覆うように膜厚が約１０ｎｍのＳｉＣＮ膜である保護膜７を形成する。
【００５９】
　次に、図２（ｄ）に示すように、半導体基板１を４００℃程度に加熱し、ＳｉＨ４に暴
露する。これにより、第１のＣｕ膜５と保護膜７との界面に反応層であるＣｕＳｉｘ層８
が形成される。これは、ＳｉＨ４が保護膜７の内部を拡散し、第１のＣｕ膜５の表面に到
達し、第１のＣｕ膜５と反応するためである。このように、ＣｕＳｉｘ層８を形成するこ
とにより、従来技術と比較してＣｕＳｉｘ層８の厚さを精度良く制御することができる。
この理由に関しては、後に詳しく説明する。
【００６０】
　次に、図３（ａ）に示すように、保護膜７の上にＳｉＯＣ膜である第２の絶縁膜９を形
成し、リソグラフィ法及びドライエッチング法により、第２の絶縁膜９に保護膜７を露出
するビアホール１０を形成する。
【００６１】
　次に、図３（ｂ）に示すように、リソグラフィ法及びドライエッチング法により、第２
の絶縁膜９の上部に複数の第２の配線溝１１を形成すると共に、ビアホール１０の底面の
保護膜７を除去して、第１のバリア膜４及びＣｕＳｉｘ層８を露出する。複数の第２の配
線溝１１の一部は、下部配線６を露出するビアホール１０を有する。
【００６２】
　次に、図３（ｃ）に示すように、第２の絶縁膜９の上、ビアホール１０の側壁上及び底
面上並びに第２の配線溝１１の側壁上及び底面上に第２のバリア膜１２及び第２のＣｕ膜
１３を順次形成しビアホール１０及び第２の配線溝１１を埋め込む。その後、ビアホール
１０及び第２の配線溝１１の外部の第２のバリア膜１２及び第２のＣｕ膜１３をＣＭＰ法
により除去して、ビア及び上部配線１４を形成することにより、２層の配線を有する半導
体装置が完成する。本実施形態では、上部配線１４の最小線幅を約６０ｎｍとし、高さを
約１００ｎｍに設定している。なお、図３（ｃ）に示す工程の後、図２（ｃ）～図３（ｃ
）に示す工程を繰り返すことにより、任意の層数の配線を有する半導体装置を製造するこ
ともできる。
【００６３】
　本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法によると、反応層であるＣｕＳｉ

ｘ層の厚さを精度良く制御できるため、実用上十分なエレクトロマイグレーション耐性及
び動作速度を有する半導体装置を得ることができる。
【００６４】
　ここで、本実施形態において、従来の技術と比較してＣｕＳｉｘ層８の厚さを精度良く
制御できる理由について説明する。一般に、Ｃｕ膜の表面において、ＳｉＨ４は触媒作用
により分解し、ＣｕＳｉｘ層が形成されることが知られている。３００℃以下の低温にお
いて、この反応は反応律速であるため、形成されるＣｕＳｉｘ層の厚さは、Ｃｕ膜の表面
温度及び結晶状態に大きく影響される。一方、本実施形態では、第１のＣｕ膜５の上に保
護膜７を形成することにより、ＳｉＨ４を保護膜７の内部に拡散し、第１のＣｕ膜５の表
面に供給するため、反応をＳｉＨ４の供給律速とすることができる。すなわち、形成され
るＣｕＳｉｘ層８の厚さは、第１のＣｕ膜５の表面に到達するＳｉＨ４の量によって決ま
るため、第１のＣｕ膜５の表面温度及び結晶状態に影響されない。以上の理由により、本
実施形態では、従来の技術と比較してＣｕＳｉｘ層８の厚さを精度良く制御することがで
きる。
【００６５】
　なお、ＣｕＳｉｘ層８を形成する反応を供給律速とするには、前記の方法の他に、半導
体基板１の加熱温度を例えば３５０℃程度に高く設定し、ＳｉＨ４の分圧を例えば１ｍＰ
ａ程度に低く設定した上で、保護膜７を形成せずに第１のＣｕ膜５とＳｉＨ４とを直接接
触させる方法もある。ただし、この方法では、ＣｕＳｉｘ層８の成長速度が大きく、半導
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体装置の製造に必要な数ｎｍの厚さのＣｕＳｉｘ層８を制御性良く形成することは困難で
あるため、前記のように保護膜７を介してＳｉＨ４を供給する方法が好ましい。
【００６６】
　前記のように、保護膜７の役割は、第１のＣｕ膜５の表面に到達するＳｉＨ４の量を適
切に制御することであるため、保護膜７は、ＳｉＨ４が通過できる程度の径の細孔を有し
ている必要がある。また、保護膜７は、第１の絶縁膜２、第１のＣｕ膜５及び第２の絶縁
膜９に対し、化学的に不活性であり、適度な密着性を有することも必要である。これらを
満足する材料としては、ＣＨ３基を不純物として含むＳｉＣＮが挙げられる。このような
ＳｉＣＮからなる保護膜７は、テトラメチルシラン（tetramethylsilane：ＴＭＳ）及び
アンモニア（ＮＨ３）を原料ガスとして用いるプラズマ化学気相成長（Chemical Vapor D
eposition：ＣＶＤ）法により得ることができる。また、保護膜７の膜厚は、２．５ｎｍ
よりも薄くなると、ピンホール等に起因するＣｕＳｉｘ層８の異常成長の頻度が上昇して
しまう。一方、保護膜７の膜厚が２０ｎｍよりも厚くなると、第１のＣｕ膜５の表面にＳ
ｉＨ４が到達する量が極端に減少し、ＣｕＳｉｘ層８が成長する速度が極端に低下してし
まう。従って、保護膜７の膜厚は、２．５ｎｍ以上且つ２０ｎｍ以下程度に設定すること
が好ましい。そこで、本実施形態では、保護膜７として膜厚が約１０ｎｍのＳｉＣＮ膜を
用いている。
【００６７】
　次に、図２（ｄ）に示す工程における、半導体基板１の好ましい加熱温度について説明
する。加熱温度を３００℃よりも低く設定すると、ＳｉＨ４が保護膜７の内部を拡散する
速度が低下するため、十分な厚さのＣｕＳｉｘ層８が得られない。また、加熱温度を４０
０℃よりも高く設定すると、ＳｉＨ４の分解反応のために保護膜７の表面にＳｉ層が形成
される。従って、加熱温度は、３００℃以上且つ４００℃以下程度に設定することが好ま
しいため、本実施形態では加熱温度を４００℃程度としている。
【００６８】
　次に、図２（ｄ）に示す工程における、ＣｕＳｉｘ層８の好ましい厚さについて説明す
る。ＣｕＳｉｘ層８の厚さが２ｎｍよりも小さくなると、ＣｕＳｉｘ層８の連続性を保つ
ことが困難となり、第１のＣｕ膜５と保護膜７との密着性が低下する。また、ＣｕＳｉｘ

層８の厚さが１０ｎｍよりも大きくなると、下部配線６の抵抗が上昇し、半導体装置の動
作速度が低下する。従って、ＣｕＳｉｘ層８の厚さは、２ｎｍ以上且つ１０ｎｍ以下程度
に設定することが好ましい。
【００６９】
　（第１の実施形態の第１の変形例）
　以下、本発明の第１の実施形態の第１の変形例に係る半導体装置について、図４を参照
しながら説明する。第１の実施形態の第１の変形例の半導体装置において、第１の実施形
態の半導体装置における図１に示す部材と同一の部材については、同一の符号を付与する
ことにより説明を省略し、第１の実施形態と異なる点について説明する。
【００７０】
　図４に示すように、第１のＣｕ膜５の上に反応層１６が形成され、反応層１６の上に保
護膜７が形成されている点が第１の実施形態と異なる。反応層１６は、ＣｕＳｉｘとＮｉ
Ｓｉｘとの混合物からなる。このように、反応層１６を形成することにより、第１の実施
形態と比較して、第１のＣｕ膜５と保護膜７の密着性がさらに向上するため、エレクトロ
マイグレーション耐性をさらに向上させることができる。
【００７１】
　本発明の第１の実施形態の第１の変形例に係る半導体装置によると、配線の抵抗の増大
を抑制すると共に、配線と周囲の膜との密着性を向上させるのに必要な厚さを有する反応
層を備えるため、実用上十分なエレクトロマイグレーション耐性及び動作速度を得ること
ができる。
【００７２】
　以下、本発明の第１の実施形態の第１の変形例に係る半導体装置の製造方法について、
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図５（ａ）～（ｃ）及び図６（ａ）～（ｃ）を参照しながら説明する。なお、図５（ａ）
～（ｃ）及び図６（ａ）～（ｃ）において、第１の実施形態における図２（ａ）～（ｄ）
及び図３（ａ）～（ｃ）に示す部材と同一の部材については、同一の符号を付与すること
により説明を省略する。また、第１の実施形態の第１の変形例において、半導体基板１～
下部配線６を形成するまでの工程は、第１の実施形態と同一であるため説明を省略する。
【００７３】
　まず、図５（ａ）に示すように、第１のＣｕ膜５の上部に被覆層１５を形成する。ここ
で、被覆層１５は、第１のＣｕ膜５の表面に選択的に形成でき、且つ、ＳｉＨ４と反応し
て安定な化合物を生成することが必要である。これらを満足する材料としては、ニッケル
（Ｎｉ）膜、Ｎｉ合金膜、コバルト（Ｃｏ）膜及びＣｏ合金膜等が知られている。これら
は、無電解メッキ法により第１のＣｕ膜５の表面に選択的に形成することができる。本実
施形態において、被覆層１５は、無電解メッキ法により析出させたＮｉ層である。
【００７４】
　次に、図５（ｂ）に示すように、第１の絶縁膜２、第１のバリア膜４及び被覆層１５を
覆うように保護膜７を形成する。
【００７５】
　次に、図５（ｃ）に示すように、半導体基板１を加熱し、ＳｉＨ４に暴露する。これに
より、第１のＣｕ膜５と保護膜７との界面に反応層１６が形成される。本実施形態の場合
、反応層１６は、ＣｕＳｉｘとＮｉＳｉｘとの混合物からなる。このように、反応層１６
を形成することにより、第１の実施形態と比較して、第１のＣｕ膜５と保護膜７の密着性
がさらに向上するため、エレクトロマイグレーション耐性をさらに向上させることができ
る。
【００７６】
　次に、図６（ａ）～図６（ｃ）に示すように、第１の実施形態と同様に、保護膜７の上
に第２の絶縁膜９を形成し、第２の絶縁膜９にビアホール１０及び第２の配線溝１１を形
成した後、ビアホール１０及び第２の配線溝１１を埋め込むように第２のバリア膜１２及
び第２のＣｕ膜１３を順次形成して、ビア及び上部配線１４を形成する。なお、図６（ｃ
）に示す工程の後、図５（ｂ）～図６（ｃ）に示す工程を繰り返すことにより、任意の層
数の配線を有する半導体装置を製造することもできる。
【００７７】
　本発明に係る第１の実施形態の第１の変形例によると、反応層であるＣｕＳｉｘとＮｉ
Ｓｉｘとの混合物からなる層の厚さを精度良く制御できるため、実用上十分なエレクトロ
マイグレーション耐性及び動作速度を有する半導体装置を得ることができる。
【００７８】
　（第１の実施形態の第２の変形例）
　以下、本発明の第１の実施形態の第２の変形例について、図７（ａ）～（ｄ）を参照し
ながら説明する。なお、図７（ａ）～（ｄ）において、第１の実施形態における図２（ａ
）～（ｄ）及び図３（ａ）～（ｃ）に示す部材と同一の部材については、同一の符号を付
与することにより説明を省略する。また、第１の実施形態の第２の変形例において、半導
体基板１～ＣｕＳｉｘ層８を形成するまでの工程は第１の実施形態と同一であるため説明
を省略する。
【００７９】
　まず、図７（ａ）に示すように、保護膜７の表面をＮＨ３プラズマに暴露する。これに
より、第１のＣｕ膜５、保護膜７及びＣｕＳｉｘ層８の相互拡散が促進され、第１のＣｕ
膜５と保護膜７との密着性が向上するため、第１の実施形態と比較してエレクトロマイグ
レーション耐性を向上させることができる。ここで、この効果を確実に得るためには、保
護膜７の表面に、窒素（Ｎ２）、ジアゼン（ＨＮ＝ＮＨ）及びヒドラジン（Ｈ２Ｎ－ＮＨ

２）等の窒素化合物を含む雰囲気中において発生させたプラズマを照射することが好まし
い。また、他の好ましい方法としては、保護膜７の表面に紫外光を照射することが挙げら
れる。
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【００８０】
　次に、図７（ｂ）～図７（ｄ）に示すように、第１の実施形態と同様に、保護膜７の上
に第２の絶縁膜９を形成し、第２の絶縁膜９にビアホール１０及び第２の配線溝１１を形
成した後、ビアホール１０及び第２の配線溝１１を埋め込むように第２のバリア膜１２及
び第２のＣｕ膜１３を順次形成して、ビア及び上部配線１４を形成する。なお、図７（ｄ
）に示す工程の後、図２（ｃ）、図２（ｄ）及び図７（ａ）～図７（ｄ）に示す工程を繰
り返すことにより、任意の層数の配線を有する半導体装置を製造することもできる。
【００８１】
　本実施形態は、第１の実施形態に対して工程を追加した例であるが、第１の実施形態の
第１の変形例に対しても同様に適用することができる。
【００８２】
　本発明に係る第１の実施形態の第２の変形例によると、反応層であるＣｕＳｉｘ層の厚
さを精度良く制御できるため、実用上十分なエレクトロマイグレーション耐性及び動作速
度を有する半導体装置を得ることができる。
【００８３】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置について、図８を参照しながら説明す
る。第２の実施形態の半導体装置は、第１の実施形態の半導体装置における図１に示す半
導体基板１～下部配線６及びＣｕＳｉｘ層８の構造と同一であるため、説明を省略する。
【００８４】
　図８に示すように、第１の絶縁膜２、第１のバリア膜４及びＣｕＳｉｘ層８を覆うよう
に、膜厚が約５ｎｍのシリコン炭窒化膜（ＳｉＣＮ）である保護膜１７が形成されている
。保護膜１７の上には、膜厚が約２０ｎｍの酸素添加シリコン炭化膜（ＳｉＣＯ膜）であ
るストッパ膜１８が形成されている。ストッパ膜１８の上には、ＳｉＯＣ膜である第２の
絶縁膜９が形成されている。一部のＣｕＳｉｘ層８及びその周辺に形成されている第１の
バリア膜４の上には、第２の絶縁膜９、ストッパ膜１８及び保護膜１７を貫通し、ＣｕＳ
ｉｘ層８及び第１のバリア膜４を露出するビアホール１０が形成され、第２の絶縁膜９の
上部には、第２の配線溝１１が形成されている。ビアホール１０及び第２の配線溝１１の
側壁上及び底面上には、第２のバリア膜１２が形成され、第２のバリア膜１２の上には、
ビアホール１０及び第２の配線溝１１を埋め込むように第２のＣｕ膜１３が形成されて、
ビア及び上部配線１４が形成されている。ここで、下部配線６と上部配線１４とをビアが
接続している。
【００８５】
　第２の絶縁膜９の材料によっては、ビアホール１０を形成する際にビアホール１０の底
部に下部配線６を露出させず、第２の配線溝１１を形成する際に下部配線６を露出させる
方が、歩留りが良好な場合がある。これを安定して実現するために、本実施形態では、第
２の絶縁膜９に対してエッチング選択比の大きいストッパ膜１８を形成している。
【００８６】
　本発明の第２の実施形態に係る半導体装置によると、配線の抵抗の増大を抑制すると共
に、配線と周囲の膜との密着性を向上させるのに必要な厚さを有する反応層を備えるため
、実用上十分なエレクトロマイグレーション耐性及び動作速度を得ることができる。
【００８７】
　以下、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法について、図９（ａ）～（
ｃ）及び図１０（ａ）～（ｃ）を参照しながら説明する。なお、図９（ａ）～（ｃ）及び
図１０（ａ）～（ｃ）において、第１の実施形態における図２（ａ）～（ｄ）及び図３（
ａ）～（ｃ）に示す部材と同一の部材については、同一の符号を付与することにより説明
を省略する。また、第２の実施形態において、半導体基板１～下部配線６を形成するまで
の工程は第１の実施形態と同一であるため説明を省略する。
【００８８】
　まず、図９（ａ）に示すように、第１の絶縁膜２、第１のバリア膜４及び第１のＣｕ膜
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５の上に、膜厚が約５ｎｍのＳｉＣＮ膜である保護膜１７を形成する。
【００８９】
　次に、図９（ｂ）に示すように、半導体基板１を加熱し、ＳｉＨ４に暴露する。これに
より、第１のＣｕ膜５と保護膜１７との界面に反応層であるＣｕＳｉｘ層８が形成される
。
【００９０】
　次に、図９（ｃ）に示すように、保護膜１７の上にストッパ膜１８を形成する。ここで
、ストッパ膜１８の材料として、ＳｉＣＯ又は窒化シリコン（ＳｉＮ）を用いることが好
ましい。ＳｉＣＯは、テトラメチルシラン（ＴＭＳ）及び二酸化炭素（ＣＯ２）を原料ガ
スとして用いたプラズマＣＶＤ法により得ることができ、ＳｉＮはシラン及びＮＨ３を原
料ガスとして用いたプラズマＣＶＤ法により得ることができる。本実施形態では、ストッ
パ膜１８は、膜厚が約２０ｎｍのＳｉＣＯ膜を用いている。
【００９１】
　次に、図１０（ａ）に示すように、ストッパ膜１８の上に第２の絶縁膜９を形成する。
【００９２】
　次に、図１０（ｂ）に示すように、第２の絶縁膜９の内部にビアホール１０を形成する
。このとき、ビアホール１０のエッチングは、第２の絶縁膜９と比べて、ストッパ膜１８
の方がエッチングレートが低い条件で行い、ストッパ膜１８の表面においてエッチングを
停止する。
【００９３】
　第２の絶縁膜９の材料によっては、ビアホール１０を形成する際にビアホール１０の底
部に下部配線６を露出させず、第２の配線溝１１を形成する際に下部配線６を露出させる
方が、歩留りが良好な場合がある。これを安定して実現するためには、第２の絶縁膜９に
対してエッチング選択比の大きいストッパ膜１８を形成し、ビアホール１０の形成のため
のエッチングをストッパ膜１８が露出するまで行うことが有効である。
【００９４】
　次に、図１０（ｃ）に示すように、第２の絶縁膜９の上部に複数の第２の配線溝１１を
形成すると共に、ビアホール１０の底部の保護膜１７及びストッパ膜１８を除去した後、
ビアホール１０及び第２の配線溝１１を埋め込むように第２のバリア膜１２及び第２のＣ
ｕ膜１３を順次形成して、ビア及び上部配線１４を形成する。なお、図１０（ｃ）に示す
工程の後、図９（ａ）～図９（ｃ）及び図１０（ａ）～図１０（ｃ）に示す工程を繰り返
すことにより、任意の層数の配線を有する半導体装置を製造することもできる。
【００９５】
　本実施形態は、第１の実施形態に対してストッパ膜１８を形成する工程を追加した例で
あるが、第１の実施形態の第１の変形例及び第２の変形例に対しても適用できる。
【００９６】
　本発明に係る第２の半導体装置の製造方法によると、反応層であるＣｕＳｉｘ層の厚さ
を精度良く制御できるため、実用上十分なエレクトロマイグレーション耐性及び動作速度
を有する半導体装置を得ることができる。
【００９７】
　以上、本発明の実施形態及びその変形例について説明してきたが、本発明はそれらに限
定されるものではない。
【００９８】
　例えば、前記の実施形態では、ＣｕＳｉｘ層８又は反応層１６の形成にＳｉＨ４を用い
ているが、ポリシラン（ＳｉｎＨ２ｎ＋２）等のシリコン化合物を代わりに用いることが
できる。さらに、これらのシリコン化合物の代わりに、ゲルマン（ＧｅＨ４）及びポリゲ
ルマン（ＧｅｎＨ２ｎ＋２）等のゲルマニウム化合物を代わりに用いることもできる。こ
の場合、ＣｕＳｉｘ層の代わりにゲルマニウム化銅（ＣｕＧｅｘ）層が形成され、反応層
１６はＹＧｅｘとＣｕＧｅｘとの混合物となる。ただし、ＹはＮｉ又はＣｏのいずれかで
ある。
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　また、前記の実施形態では、ＣｕＳｉｘ層８又は反応層１６の形成のために、保護膜７
の表面をＳｉＨ４等の反応性ガスに暴露しているが、反応性ガスを化学的もしくは物理的
に活性化する手段をさらに備えていても良い。前者の例としては、反応装置の内部又は外
部におけるプラズマによる反応性ガスのラジカル化又はイオン化が挙げられる。また、後
者の例としては、イオン注入技術の適用による反応性ガスへの運動エネルギーの付与が挙
げられる。
【０１００】
　また、前記の実施形態では、第１のＣｕ膜５を用いて下部配線６を形成しているが、Ｃ
ｕ合金膜、アルミニウム（Ａｌ）膜、Ａｌ合金膜、銀（Ａｇ）膜、Ａｇ合金膜、金（Ａｕ
）膜及びＡｕ合金膜等を用いて下部配線６を形成することも可能である。これらの場合に
は、ＣｕＳｉｘ層の代わりにＸＳｉｘ層が形成され、反応層１６はＹＧｅｘとＣｕＧｅｘ

との混合物となる。ただし、Ｘは下部配線の主要な構成元素であり、ＹはＮｉ又はＣｏの
いずれかである。
【０１０１】
　また、前記の実施形態では、第２の配線溝１１よりも先にビアホール１０を形成してい
るが、逆に、ビアホール１０よりも先に第２の配線溝１１を形成することも可能である。
【０１０２】
　その他、本発明は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の形態に変形して適
用可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明に係る半導体装置及びその製造方法は、反応層の膜厚を精度良く制御することが
可能となるため、実用上十分なエレクトロマイグレーション耐性及び動作速度を得ること
ができ、特に、埋め込み型の配線構造を有する半導体装置及びその製造方法等に有用であ
る。
【符号の説明】
【０１０４】
１　半導体基板
２　第１の絶縁膜
３　第１の配線溝
４　第１のバリア膜
５　第１の銅（Ｃｕ）膜
６　下部配線
７　保護膜
８　ケイ化銅（ＣｕＳｉｘ）層（反応層）
９　第２の絶縁膜
１０　ビアホール
１１　第２の配線溝
１２　第２のバリア膜
１３　第２の銅（Ｃｕ）膜
１４　上部配線
１５　被覆層
１６　反応層
１７　保護膜
１８　ストッパ膜
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